
 

 

「特定個人情報の取扱いの状況に係る行政機関等に対する 

定期的な検査に関する規則（案）」の概要 

 

平成28年 月 日 

個人情報保護委員会事務局 

 

１．委員会規則の概要 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第28条の３第１項の規定

に基づき、及び同法を実施するため、特定個人情報の取扱いの状況の検査に

関する規則（以下「委員会規則」という。）を定めるもの。 

 

２．委員会規則の内容 

番号法第28条の３第１項の規定により、行政機関、独立行政法人等及び地

方公共団体情報システム機構は、委員会規則に基づき、各機関が保有する特

定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について、委

員会による定期的な検査を受ける義務を負っていることから、定期的な検査

の対象となる特定個人情報ファイル及び周期を定める。 

 

３．施行期日 

公布の日 

資料１－２ 

 



○
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第

号
（
案
）

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
よ
る
定
期
的
な
検
査

に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年

月

日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

堀
部

政
男

特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
状
況
に
係
る
行
政
機
関
等
に
対
す
る
定
期
的
な
検
査
に
関
す
る
規
則

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
委
員
会
に
よ
る
検
査
）

第
二
条

個
人
情
報
保
護
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
お
お
む
ね
二
年
ご
と
に
、
行
政
機
関
、
独
立
行
政
法

人
等
及
び
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に



記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
四
条
第
一

号
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

二

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に
関
す
る
規
則
第
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

三

個
人
番
号
関
係
事
務
の
み
を
処
理
す
る
た
め
に
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

四

特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
状
況
を
勘
案
し
て
委
員
会
が
定
め
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

２

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
定
期
的
な
検
査
の
ほ
か
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
、
委
員
会
が
随
時

に
検
査
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
雑
則
）

第
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則



こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


